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Ⅰ 基本理念 

国立環境研究所は、我が国における環境研究の中核機関として、環境保

全に関する調査・研究を推進し、その成果や環境情報を国民に広く提供す

ることにより、良好な環境の保全と創出に寄与する。こうした使命のもと、

自らの活動における環境配慮はその具体的な実践の場であると深く認識

し、すべての活動を通じて新しい時代に即した環境づくりを目指す。 

 

Ⅱ 行動指針 

１ これからの時代にふさわしい環境の保全と創出のため、国際的な貢献

を視野に入れつつ高い水準の調査・研究を行う。 

２ 環境管理の規制を遵守するとともに、環境保全に関する国際的な取り

決めやその精神を尊重しながら、総合的な視点から環境管理のための計

画を立案し、研究所のあらゆる活動を通じて実践する。 

３ 研究所の活動に伴う環境への負荷を予防的観点から認識・把握し、省

エネルギー、省資源、廃棄物の削減及び適正処理、化学物質の適正管理

の面から自主管理することにより、環境配慮を徹底し、継続的な改善を

図る。 

４ 以上の活動を推進する中で開発された環境管理の技術や手法は、調

査・研究の成果や環境情報とともに積極的に公開し、良好な環境の保全

と創出を通じた安全で豊かな国民生活の実現に貢献する。 

 

 
 




